飯塚市議会解散を求める本請求の提出を心から歓迎します
即日解散の実現めざし、市民のみなさんと

力をあわせてがんばります
　　　　　　　　　　　　二〇〇六年一二月一三日　　日本共産党飯塚市議団

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団長　楡井　莞爾

一、飯塚市選挙管理委員会は本日午前、飯塚市議会解散請求署名の有効数を四万四七二八人と確定し、住民投票の実施に必要な有効数三万六五九一人を大幅にこえたことを告示しました。柴田峰世請求代表者は署名簿の返付を受けて、ただちに本請求をおこないました。これによって、二月にも実施される住民投票で賛成票が多数になれば、八五人の巨大議会は即時解散となり、翌日から四〇日以内に法定数三四に基づく市議会議員選挙が行なわれます。日本共産党飯塚市議団は、解散請求署名の成功めざして共同した立場から、民意を真摯に受け止めるとともに、本請求の提出を心から歓迎するものです。
一、本請求に基づく住民投票は、地方自治法第七六条で規定された侵すことのできない住民の権利です。住民投票において市議会解散を確実に実現するために、引き続き市民の共同が求められます。同時に、議会は住民投票の実施を待つまでもなく、民意を誠実に受け止めただちに解散するのが当然であり、当面、一二月議会での即日解散を決議するように議員に働きかけることが重要です。わが党は、住民投票での解散実現へ力を尽くす決意を表明するとともに、まず、十二月議会での即日解散を求める市民世論を高めることを緊急に訴えるものです。
一、本請求の提出によって、『来年三月三〇日までは解散しない』という決議、および、『それまではやめない』という辞職願は、まったく無意味なものとなりました。市選挙管理委員会は明日にも弁明書を提出するよう求める通知を議会に送付しますが、どんな弁明も市民の納得を得ることができないのは明らかです。二一日の議会最終日には、住民投票の実施に伴う予算案に対する賛否が、議員一人一人に問われます。市民の民意にこたえる最良の方策は、地方公共団体の議会の解散に関する特例法に基づく即日解散を決議することであり、これこそが議員の責任ある態度です。したがって、わが党は、一二月議会の会期中に即日解散を決議するよう、あらためて議員の共同を呼びかけます。
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